
 

 

1.22運送施設の改正について 

  

日本郵便㈱信越支社 郵便・物流オペレーション部は、本日（1 月 20 日）「1.22 運

送施設の改正」について地方本部に説明してきました。 

 

標記概要は、３９地域内において１月２２日（土）より施行される、郵便送達日数

の繰り下げに伴い、既定便の荷量に変化が生じることから、それにあわせて運送施設

を改正するものです。 

主な変更点として、今後は２パス等の郵便物が下り２号便以降の既定便で送付され

るようになることから、その荷量の変化にあわせ車格調整を行うとともに、必要に応

じて便の増減を行うとしています。 

なお、今後運用していくにあたり実際の荷量などを見ながら、実情にそぐわない場

合は再度の見直しもあり得るとしています。 

 

 

 １．改正日 

    １月２２日（土） 

 

 ２．改正線路等 

    支社資料参照 

 

３．輸送情報システムの変更 

既定便における登録変更は支社が実施する 

 

  

 

【労使対応】  情報提供 

 

 

以 上 
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